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公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金 
地 域 振 興 助 成 金 応 募 要 項  

 
１．助成の主旨 

  公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金は、地域の雇用創出や経済活性化を図り、

地場産業の支援・育成に資するため、新興企業並びに更なる事業拡大を目指し新規 

事業参入や開発・研究を行なう青森県内の個人、団体、NPO 法人及び企業等に対し、 

必要な費用を助成します。 

  

２．助成対象事業 

  次の（１）～（７）までのいずれかに該当する事業を対象とします。 

 （１）将来性の高い新規性、独自性のある事業 

 （２）独自の技術やアイディアを活かした新商品の開発又は新サービスを提供する 

事業の拡大 

 （３）地域貢献型事業又は中心市街地、商店街、共同店舗等の空き店舗等を利用して 

行なう事業 

 （４）事業化・起業化・実用化が見込まれる技術開発や研究事業 

 （５）地域の農林水産資源等の特性を活用した事業 

 （６）環境ビジネス、リサイクル産業の振興及び環境に配慮した活動・普及・促進を

図る事業 

 （７）その他、目的に基づき適当と判断した事業 

 

３．助成対象企業等 

  青森県内の個人、団体、NPO 法人及び企業等で助成金給付後、実績報告書を提出で 

きる先とします。 

  ただし、過去３年以内（２０２３年度以降）に当財団の助成金の交付を受けた先及 

 び政治活動又は宗教活動を目的とする先は対象外とします。 

 

４．助成対象期間 

  ２０２７年１月１日から２０２７年１２月３１日までに実施する事業とします。 

 

５．助成金の額 

 （１）助成金額は、必要費用の２分の１以内で、かつ３００万円を限度とします。 

 （２）選考において、申請金額を減額して助成決定を行う場合もあります。 

 （３）助成対象件数は、年間２～３件程度とします。 
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６．助成対象費用 

  助成の対象となる費用は、申請される事業のみに要するもので、次のとおりとなり

ます。 

 （１）助成事業の企画・研究段階から商品化、販売に至るまでの必要費用。 

 （２）その他、助成の主旨に基づき理事長が適当と認める費用。 

 

７．申請期間 

  毎年７月１日から９月３０日までの３ヶ月間とします。 

  なお、公募期間は７月１日から８月３１日までの２ヶ月間とします。 

   ※ 期限は厳守願います。 

 

８．申請方法等 

   応募者は、「地域振興助成金申請受付フォーム」または「地域振興助成金申請受付票 

（様式 １－①）」に必要事項を入力（記入）し、８月３１日までに財団事務局へ提出

した後、９月３０日までに「地域振興助成金申請書（様式１－②～⑦）を作成のうえ、

関係書類を添えて簡易書留で財団事務局に送付願います。 

  なお、ご提出いただいた申請書及び関係書類等は、返却いたしませんので、予めご 

了承願います。 

  ※申請後、他の助成等が決定した場合は、必ずご連絡をお願いします。 

 

９．選考方法 

  当財団の選考基準に基づき、選考委員会において選考し、理事会で助成先及び助成 

金額を決定します。 

 

１０．選考結果 

  選考の結果については、１２月下旬までに応募者全員に文書で通知します。 

  なお、選考結果についてのお問い合わせには応じかねますので、予めご了承願い 

ます。 

 

１１．助成金の交付 

  助成金の交付時期は毎年１月とし、贈呈式終了後、７日以内に交付します。 

 

１２．助成実績の報告 

  助成金受給者は、助成事業終了後、その事業報告を「地域振興助成事業実績報告書」

により提出していただきます。 
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  ※「地域振興助成事業実績報告書（様式 ２）」はホームページよりダウンロード願

います。 

  ※提出が無い場合は助成金を返還していただくことがあります。 

  ※フォームからも報告することができます。 

 

１３．助成事業変更等の報告 

  助成金受給者は、事業の内容を変更するときは、事務局へ電話又はメールでご連絡

のうえ、「地域振興助成事業変更申請書」を提出していただきます。 

   また、事業を中止するときは、事務局へ電話又はメールでご連絡のうえ、「地域振

興助成事業中止報告書」を提出していただきます。 

  ※「地域振興助成事業変更申請書（様式 ３）」はホームページよりダウンロード願 

います。 

 ※フォームからも申請することができます。 

   

１４．個人情報保護に関する事項 

 （１）当財団が助成に関して取得する個人情報は、選考作業や助成の可否の通知など 

本申請に関する業務に必要な範囲に限定して取り扱いします。 

 （２）当財団は本件助成が決定した場合、決定者に関する情報を一般公開します。 

 

１５．書類の提出先 

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金 

〒030-0821 青森市勝田１丁目３番１号 TEL：017-774-1179 

        

※応募要項と申請書をダウンロードできます。 

URL：https://www.michinoku-furusato.or.jp 

Ｅ -mail： shinsei@michinoku-furusato.or. jp 

 


